
申告書の「４所得から差し引かれる金額」の「地震保険料

控除⑯」にＥの金額を転記してください。
地震保険料 計（B+D）

（最高25,000円）
円 Ｅ

円 50,000円以下
Ｃ×0.5

円

5,001円～15,000円
Ａ×0.5＋2,500円

円 50,001円～ 25,000 円

Ｃ

Ａの金額 控除額

Ｂ

Ｃの金額 控除額

Ｄ5,000円以下
Ａの金額

15,001円～ 10,000 円

旧⾧期損害保険料 地震保険料

支払った保険料 円 Ａ 支払った保険料 円

●地震保険料控除額の計算

Ｊ（最高28,000円）
円 Ｍ

ＣとＫのいずれか大きい額
円 Ｎ

ＤとＬのいずれか大きい額
円 Ｏ

合計

Ｃ＋Ｈ（最高28,000円）
円 Ｋ

Ｄ＋Ｉ（最高28,000円）
円 Ｌ

申告書の「４所得から差し引かれる金額」の「生命保険料

控除⑮」にＰの金額を転記してください。

生命保険料控除額

計（Ｎ+Ｏ+Ｍ）
（最高70,000円）

円 Ｐ

円
Ｆ×0.25+14,000円

円
Ｇ×0.25+14,000円

円
Ｉ

Ｇの金額
円

円 28,000 円

Ｅ、Ｆ又はＧの金額 控除額 控除額 控除額

Ｊ
12,001円～32,000円

Ｅ×0.5+6,000円
円

Ｆ×0.5+6,000円
円

Ｇ×0.5+6,000円

12,000円以下
Ｅの金額

円

Ｈ

Ｆの金額
円

56,001円～ 28,000 円 28,000

円

32,001円～56,000円
Ｅ×0.25+14,000円

（新契約）平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に基づく保険料

新生命保険料 新個人年金保険料 介護医療保険料

支払った保険料 円 Ｅ 円 Ｆ 円 Ｇ

円

70,001円～ 35,000 円 35,000 円

Ｄ
15,001円～40,000円

Ａ×0.5+7,500円
円

Ｂ×0.5+7,500円
円

40,001円～70,000円
Ａ×0.25+17,500円

円
Ｂ×0.25+17,500円

15,000円以下
Ａの金額

円

Ｃ

Ｂの金額
円

●生命保険料控除額の計算

（旧契約）平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等に基づく保険料

旧生命保険料 旧個人年金保険料

別紙３表面

Ｂ

Ａ又はＢの金額 控除額 控除額

支払った保険料 円 Ａ 円



あなたと配偶者の合計所得金額により、控除額を確認してください。

特定(扶養)親族の合計所得金額により、控除額を確認してください。

特定(扶養)親族の

合計所得金額
控除額

123万円超 0円

45万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

3万円

58万円以下特定扶養控除

115万円超 120万円以下

105万円超 110万円以下

95万円超 100万円以下

45万円

特

定

親

族

特

別

控

除

58万円超 95万円以下

100万円超 105万円以下

110万円超 115万円以下

120万円超 123万円以下

あなたの合計所得金額(※)

↙     ↓     ↘

18万円 9万円

11万円

11万円

7万円

6万円

4万円

125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円

●特定扶養控除・特定親族特別控除一覧表

（例）特定親族の合計所得１１０万円 → 控除額は「２１万円」
控

除

区

分

（例）あなたの合計所得４００万円、配偶者の合計所得１３２万円 → 控除額は「３万円」

別紙３裏面

●配偶者控除・配偶者特別控除一覧表

控

除

区

分

配偶者の

合計所得金額

↓ 900万円以下
900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下
配

偶

者

控

除

58万円以下
一般 33万円 22万円 11万円

老人※ 38万円 26万円 13万円

14万円

120万円超 125万円以下 11万円 8万円

105万円超 110万円以下 26万円

100万円超 105万円以下 31万円 21万円

115万円超 120万円以下 16万円 11万円

一般の扶養親族
16歳以上19歳未満（Ｈ19.1.2生～Ｈ22.1.1生）

又は、23歳以上70歳未満（S31.1.2生～H15.1.1生）
33万円

130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

133万円超 0円

※あなたの合計所得は申告書表面「２所得金額」の「⑫」欄の額です

●扶養控除一覧表

控除区分 控除対象者の年齢・生年月日などの条件 控除額

※「老人」とは、昭和３１年１月１日以前に生まれた方です（７０歳以上の方）。

配

偶

者

特

別

控

除

58万円超 100万円以下 33万円 22万円

110万円超 115万円以下 21万円

同居老親等扶養親族
同居の老人扶養親族で、納税義務者か配偶者の親・

祖父母等
45万円

※16歳未満（H22.1.2以降生）の扶養親族については扶養控除の対象となりませんが、市県民税の非課

税限度額の算定に関わります。

特定扶養親族 19歳以上23歳未満（H15.1.2生～H19.1.1生） 45万円

老人扶養親族 70歳以上（S31.1.1以前生） 38万円


